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○

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
抄
）

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
十
五
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
家
事
を
代
行
し
、
又
は
補
助
す
る
業
務
と
す
る
。

一

炊
事

二

洗
濯

三

掃
除

四

買
物

五

児
童
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
必
要
な
保
護
（
前
各
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
も
の
と
併
せ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
家
庭
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
行
為

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
十
六
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
う
日
に
お
け
る
年
齢
が
満
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

家
事
を
代
行
し
、
又
は
補
助
す
る
業
務
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
家
事
支
援
活
動
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

家
事
支
援
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
日
本
語
の
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
七
条

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に
照
ら
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
及
び
こ
れ
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

三

本
邦
に
お
い
て
三
年
以
上
家
事
を
代
行
し
、
又
は
補
助
す
る
業
務
に
係
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

出
入
国
若
し
く
は
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
ニ
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
法
務
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
当
該
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
（
同
法
第
五
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
二
条
の

規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
二
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二

百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
百
八
条
、
第
二
百
十
三
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
十
四
条
第
一
項
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
百

五
十
六
条
、
第
百
五
十
九
条
若
し
く
は
第
百
六
十
条
第
一
項
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
十
一
条
前
段
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
一
項

（
同
法
第
五
十
一
条
前
段
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
二
条
、
第
百
三
条
の
二
若
し
く
は
第
百
四
条
第
一
項
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（
同
法
第
百
二
条
又
は
第
百
三
条
の
二
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
六
条
前

段
若
し
く
は
第
四
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
六
条
前
段
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
八
十
三
条
若
し
く
は
第

八
十
六
条
（
同
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ホ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

ヘ

過
去
五
年
以
内
に
出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者

ト

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
ト
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
ヌ
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

チ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
イ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

リ

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ヌ

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
八
条

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
行
お
う
と
す
る
創
業
活
動
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
家
戦

略
特
別
区
域
会
議
に
係
る
関
係
地
方
公
共
団
体
で
あ
っ
て
、
当
該
創
業
活
動
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
も
の
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

イ

当
該
創
業
活
動
が
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
創
業
活
動
に
係
る
事
業
の
計
画
が
適
正
か
つ
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
創
業
活
動
に
係
る
事
業
の
規
模
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
経
営
又
は
管
理
に
従
事
す
る
者
以
外
に
本
邦
に
居
住
す
る
二
人
以
上
の
常
勤
の
職
員
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す

(1)
る
者
を
除
く
。
）
が
従
事
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

又
は

に
掲
げ
る
規
模
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

(1)

(2)

ニ

当
該
創
業
活
動
に
係
る
事
業
に
係
る
事
業
所
を
当
該
外
国
人
の
上
陸
後
六
月
以
内
に
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
有
す
る
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

二

当
該
外
国
人
の
申
請
に
係
る
創
業
活
動
に
係
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
利
息
に
相
当
す
る
額
）

第
二
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
控
除
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
同
号
の
利
息
に
相
当
す
る
額
は
、
同
号
に
規
定
す
る

先
の
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
退
職
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ
き
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
利
率
で
複

利
計
算
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
国
家
戦
略
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
事
業
計
画
等
の
縦
覧
及
び
意
見
書
の
内
容
の
審
査
）

第
二
十
二
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
等
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
縦
覧
の
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開
始
の
日
、
縦
覧
の
場
所
及
び
縦
覧
の
時
間
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は
行
政
不
服
審

査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
の
規
定
を
、
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の

聴
取
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
条
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
」
と
、

同
令
第
八
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
施
設
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
社
会
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三

第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
同

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所

二

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
同
法
第
三
十
一
条
に

規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

三

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
又
は
同
法
第
二
十
条
の
七
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第

十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は

同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

五

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
社
会
福
祉
施
設
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
っ
て
は
当
該
地

方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
も
の
、
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
保
育
所
等
施
設
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
育
所
等
施
設
の
外
観
及
び
配
置
は
、
で
き
る
限
り
都
市
公
園
の
風
致
及
び
美
観
そ
の
他
都
市
公
園
と
し
て
の
機
能
を
害
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

保
育
所
等
施
設
の
構
造
は
、
倒
壊
、
落
下
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
公
園
施
設
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号

）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
又
は
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

保
育
所
等
施
設
が
地
階
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
地
階
の
部
分
の
構
造
は
、
堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
他
の
占
用
物
件
（
都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
占
用
物
件
を
い
う
。
）
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

保
育
所
等
施
設
の
占
用
の
場
所
は
、
都
市
公
園
の
広
場
又
は
公
園
施
設
で
あ
る
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
と
す
る
こ
と
。

五

都
市
公
園
の
広
場
内
に
保
育
所
等
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
敷
地
面
積
の
合
計
は
当
該
都
市
公
園
の
広
場
の
敷
地
面
積
の
百
分
の
三
十
を
、
公
園
施
設
で
あ
る
建
築



- 4 -

物
内
に
保
育
所
等
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
床
面
積
の
合
計
は
当
該
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
百
分
の
五
十
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

保
育
所
等
施
設
の
占
用
に
関
す
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
工
事
に
よ
っ
て
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
で
き
る
限
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

工
事
現
場
に
は
、
柵
又
は
覆
い
を
設
け
、
夜
間
は
赤
色
灯
を
つ
け
、
そ
の
他
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
伴
う
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

工
事
の
時
期
は
、
公
園
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
他
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
時
期
を
勘
案
し
て
適
当
な
時
期
と
し
、
か
つ
、
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ

さ
な
い
時
期
と
す
る
こ
と
。

（
国
家
戦
略
都
市
計
画
施
設
整
備
事
業
の
実
施
主
体
に
対
す
る
み
な
し
認
可
等
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
認
可
又
は
承

認
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
家
戦
略
都
市
計
画
施
設
整
備
事
業
の
実
施
主
体
に
対
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
認
可
又
は
承
認
と
す
る
。

（
国
家
戦
略
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
事
業
計
画
等
の
縦
覧
及
び
意
見
書
の
内
容
の
審
査
）

第
二
十
六
条

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
等
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
及
び
法
第
二
十
四
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

○

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
三
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
の
四
の
三
の
項
」
を
「
別
表
の
四
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
四
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
別
表
の
四
の
二
の
項
」
を
「
別
表
の
四
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
三
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
八
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
農
地
法
等
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
地
方
公
共
団
体
」
と
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は

広
域
連
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

そ
の
区
域
内
に
お
い
て
、
農
地
等
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
上
で
農
業
の
担
い
手
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
こ
と
。

二

従
前
の
措
置
の
み
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
、
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
な
い
農
地
等
そ
の
他
そ
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
農
地
等
の
面
積
が
著
し
く

増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

３
～
８

（
略
）


